次世代法並びに女性活躍推進法に基づく
株式会社ホクト　一般事業主行動計画

　　　　　　女性活躍並びに仕事と家庭の両立支援を充実させ、誰もが個々の能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うために次の行動計画を策定する。

１．計画期間　令和7年9月1日～令和12年8月31日

２．内容
【次世代法に基づく計画】
目標１: 男性従業員の育児休業100％取得を目指す。


＜対策＞
[bookmark: _Hlk533546696]・令和7年 9月～ 実情把握及び取得が出来ない要因の分析を行う。
[bookmark: _Hlk533546780]・令和7年10月～ 相談窓口の利用促進を図り、育休取得推奨の周知を全社的に行う。


【女性活躍推進法に基づく計画】
目標２：年次有給休暇の取得促進を働き掛け、取得率を現状の70%から80%に引き上げる。


。



＜対策＞
・令和7年9月～  有給休暇の取得阻害要因を分析し、対策案を検討する。
・令和7年11月～ 有給休暇取得に向けて業務の見直しと取得促進の周知を図る。


